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コマーシャルカード会員規約 

■改定内容一覧                                                        2022年 4月 1日改定 

改定前

の条番 

改定前

の項番 

改定後

の条番 

改定後

の項番 
改定前 改定後 

1 7 1 7 

7．当社がカード使用者に対し発行するコーポレートカードと当該カードに

係るカード情報（カード表面のカード使用者名、カード番号、カードの有

効期限ならびに暗証番号および裏面のセキュリティコードをいう）を併せて

「カード」といいます。 

7．当社がカード使用者に対し発行するコーポレートカードと当該カードに

係るカード情報(カードに記載のカード使用者名、カード番号、カードの有

効期限ならびに暗証番号および裏面のセキュリティコードをいう)を併せて

「カード」といいます。 

3 2 3 2 

２．カード使用者は、当社からカードを貸与されたときは、直ちに、カード

表面に記載された氏名がカード使用者自身のものであることを確認のう

え、所定の署名欄に当該カード使用者自身の署名をするものとします。所

定の署名欄に自署したカード使用者本人でなければ、当該カードを使用

することができないものとします。 

２．カード使用者は、当社からカードを貸与されたときは、直ちに、カード

に記載された氏名がカード使用者自身のものであることを確認のうえ、所

定の署名欄に当該カード使用者自身の署名をするものとします。所定の

署名欄に自署したカード使用者本人でなければ、当該カードを使用するこ

とができないものとします 

3 3 3 3 

３． カード使用者は、他人にカードが利用されることがないよう善良なる

管理者の注意をもってカードを管理、使用するものとし、特に次のよう

な行為はカード管理義務違反となりうることをあらかじめ承諾するものと

します。 

（1）カードが盗取されるまたは第三者に不正に利用されるおそれのある

場所にカードを放置すること。 

（2） 飲酒等により正常な判断が困難な状態においてカードを提示また

は利用すること。 

（3） 覚えのない相手からの電子メールへの返信や、アクセスしたことの

ないサイト等にカード情報を能動的に入力すること。 

（4） 理由の如何を問わず、カードの管理を第三者 ( 家族を含みま

す。以下同じ ) へ委ねること。 

３．カード使用者は、他人にカードが利用されることがないよう善良なる管

理者の注意をもってカードを管理、使用するものとし、特に次のような行為

はカード管理義務違反となりうることをあらかじめ承諾するものとします。 

（1）カードが盗取されるまたは第三者に不正に利用されるおそれのある

場所にカードを放置すること。 

（2）飲酒等により正常な判断が困難な状態においてカードを提示また

は利用すること。 

（3）覚えのない相手等からの電子メールや SMS、およびソーシャルネ

ットワークサービス等のソーシャルメディアを通じての返信や、アクセ

スしたことのないサイト等にカード情報等を能動的に入力すること。 

（4）理由のいかんを問わず、カードの管理を第三者（家族を含みま

す。以下同じ）へ委ねること。 

3 7 3 7 

7． カードが第三者によって不正利用されているまたはそのおそれがあり、

不正利用を回避するため当社が必要と認めた場合、会員に事前の通知

なく直ちに当社はカード利用の停止、またはカードを無効とし、新たなカード

を発行することができるものとし、会員は、あらかじめこれを承諾するものとし

ます。この場合、会員は、当社が行う不正な利用の被害に関する調査に

協力するものとします。 

7．カードが第三者によって不正利用をされているまたはそのおそれがあり、

不正利用を回避するため当社が必要と認めた場合、会員に事前の通知

なく直ちに当社はカード利用の停止、またはカードを無効とし、新たなカード

を発行することができるものとし、会員は、あらかじめこれを承諾するものとし

ます。この場合、会員は、当社が行う不正な利用の被害に関する調査に

協力するものとします。また、上記の措置により保留または拒否となったカ

ード利用について、カード使用者が再度利用しようとする場合は、カード

使用者自身があらためてカード利用のための操作を行うものとします。 

30 1 30 1 

１． カード使用者は、加盟店にカードを提示し、所定の売上票にカード

裏面の署名と同じ署名を行うことにより、商品の購入またはサービスの

提供を受けることができます。ただし、加盟店に端末機が設置されている

場合には、その所定の手続きに従っていただくことがあります。なお、通

信販売等当社が特に認めた場合には、注文書への署名等当社指定の

方法によるものとし、カードの提示を省略できる場合があります。また、

当社が適当と認めた加盟店（インターネット等によるオンライン取引等

を行う加盟店を含む）においては、売上票への署名を省略しまたは署

名に代えて暗証番号を端末機に入力する等当社が適当と認める方法

によって商品の購入またはサービスの提供を受けることができます。 

１．カード使用者は、加盟店にカードを提示するとともに、カード使用者

自身が所定の端末機に暗証番号を入力することもしくは読み取らせるこ

とにより、または所定の売上票等にカードの署名と同じ署名をすることに

より商品の購入またはサービスの提供を受けることができます。   

ただし、端末機の故障の場合もしくは別途当社が適当と認める方法を

定めている場合には、他の方法でカードを利用していただくことがありま

す。 

30 2 30 2 

２．カードの種類が IC カードの場合には、当社が指定する加盟店に

おいては、売上票への署名に代えて、カード使用者自身が暗証番号を

端末機等へ入力するものとします。ただし、端末機の故障等の場合もし

くは別途当社が適当と認める方法を定めている場合には、他の方法で

カードを利用していただくことがあります。 

２．前項の規定にかかわらず、カード使用者は通信販売等や当社が適

当と認めた一部の加盟店においては、カードを提示せずカード情報等を

通知することにより商品の購入またはサービスの提供を受けることができ

ます。この方法でカード利用する場合、加盟店によっては本人認証サー

ビスの利用その他加盟店所定の方法によることを求める場合がありま

す。この場合にはカード使用者は当該方式にしたがってカード利用する

ものとします。 

30 4 30 4 

４．当社は、カード使用者のカードが第三者によって不正に利用されるお

それがあると判断した場合、端末機を通じ、カード使用者のカード利用を

保留または拒否し、加盟店または加盟店契約会社からの照会によって当

該カード利用を承認することがあり、この場合、カード使用者は、当社が所

定の本人確認を行うことをあらかじめ承諾するものとします。 

４．当社は、カード使用者のカードが第三者によって不正に利用されるお

それがあると判断した場合、カード使用者のカード利用を保留または拒否

し、加盟店または加盟店契約会社からの照会によって当該カード利用を

承認することがあり、この場合、カード使用者は、当社が所定の本人確認

を行うことをあらかじめ承諾するものとします。また、上記の措置により保留

または拒否となったカード利用について、カード使用者が再度利用しよう

とする場合は、カード使用者自身があらためてカード利用のための操作
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■個人情報の取り扱いに関する同意条項および重要事項 

21LC-27-202204 

を行うものとします。 

改定前

の条番 

改定後

の項番 

改定後

の条番 

改定後

の項番 
改定前 改定後 

 1 3 1 3 

３． 会員等は、以下の当社の関係会社（以下「共同利用会社」とい

う）が、本条第 1 項（1）（2）（3）（5）の個人情報を必要な保

護措置を講じたうえで、次の各号に定める目的のために利用することに同

意します。 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社ならびに同社の有価証券報

告書等に記載する連結子会社および持分法適用関連会社（金融商

品取引法など、関係法令等により共同利用が制限されている場合には、

その法令等に則った取り扱いとします） 

目的： 

（1） 共同利用会社の金融商品、信託商品およびサービスの申し

込み・相談の受付。 

（2） 犯罪収益移転防止法等に基づく会員等の確認等や金融商

品、信託商品およびサービスの利用資格の確認。 

（3） 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融

商品、信託商品およびサービスの研究や開発。 

（4） 金融商品、信託商品およびサービスに関する各種提案（ダイ

レクトメールおよび電話、電子メール等によるものを含む）。 

（5） 共同利用会社において経営上必要な各種リスクの把握および

管理。 

３． 会員等は、以下の当社の関係会社（以下「共同利用会社」とい

う）が、本条第 1 項（1）（2）（3）（5）の個人情報を必要な保

護措置を講じたうえで、次の各号に定める目的のために利用することに同

意します。 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社ならびに同社の有価証券報

告書等に記載する連結子会社および持分法適用関連会社（金融商

品取引法など、関係法令等により共同利用が制限されている場合には、

その法令等に則った取り扱いとします） 

・個人データの管理について責任を有する者の名称 

三井住友トラスト・ホールディングス株式会社  

※住所および代表者名等の詳細は同社ホームページ

（https://www.smth.jp/）をご参照ください。 

目的： 

（1） 共同利用会社の金融商品、信託商品およびサービスの申し

込み・相談の受付。 

（2） 犯罪収益移転防止法等に基づく会員等の確認等や金融商

品、信託商品およびサービスの利用資格の確認。 

（3） 市場調査ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融

商品、信託商品およびサービスの研究や開発。 

（4） 金融商品、信託商品およびサービスに関する各種提案（ダイ

レクトメールおよび電話、電子メール等によるものを含む）。 

（5）共同利用会社において経営上必要な各種リスクの把握および

管理。 

1 4 1 4 

４． 会員等は、以下の当社の提携会社（以下「シティ共同利用会

社」という）が、本条第1 項（1）（2）（3）（5）の個人情報を

必要な保護措置を講じたうえで、次の各号に定める目的のために利

用することに同意します。 

シティバンク、エヌ・エイ東京支店（〒100-8132 東京都千代田区

大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング、 電話番号 

03-6776-5000 、

（ https://www.citigroup.jp/jp/about/cbna-

tokyo/index.html）、シティグループ・インクおよび同社の公開

財 務 諸 表 （ 米 国 証 券 取 引 委 員 会 の ウ ェ ブ サ イ ト

（https://www.sec.gov）から入手できるForm 10-K の

付属書類21.01）に記載された連結対象子会社 

目的： 

（1） コマーシャルカードを含む各種金融商品およびサービスの円滑な提

供および運営の調整。 

（2） 犯罪収益移転防止法等に基づく会員等の確認、金融商品およ

びサービスの利用資格の確認、その他適用法令諸規則のコンプライア

ンスならびにリスク管理。 

（3） その他金融商品およびサービスに関する会員たる法人向け各種

提案（会員たる法人向けダイレクトメール、電話および電子メール等

によるものを含む）、研究および開発（会員たる法人向けアンケート

の実施等による市場調査およびデータ分析を含む）ならびにそれらの

調整。 

４． 会員等は、以下の当社の提携会社（以下「シティ共同利用会

社」という）が、本条第1 項（1）（2）（3）（5）の個人情報を

必要な保護措置を講じたうえで、次の各号に定める目的のために利

用することに同意します。 

シティバンク、エヌ・エイ東京支店、シティグループ・インクおよび同社

の公開財務諸表（米国証券取引委員会のウェブサイト

（https://www.sec.gov）から入手できるForm 10-K の

付属書類21.01）に記載された連結対象子会社 

・個人データの管理について責任を有する者の名称 

シティバンク、エヌ・エイ東京支店（〒100-8132 東京都千代田

区大手町一丁目１番１号 大手町パークビルディング、 電話番

号 03-6776-5000、 

日本における代表者、東京支店長兼CEO  リー・ロバート・ウェイト

（https://www.citigroup.jp/jp/about/cbna-

tokyo/index.html） 

目的： 

（1） コマーシャルカードを含む各種金融商品およびサービスの円滑な提

供および運営の調整。 

（2） 犯罪収益移転防止法等に基づく会員等の確認、金融商品およ

びサービスの利用資格の確認、その他適用法令諸規則のコンプライア

ンスならびにリスク管理。 

（3） その他金融商品およびサービスに関する会員たる法人向け各種

提案（会員たる法人向けダイレクトメール、電話および電子メール等

によるものを含む）、研究および開発（会員たる法人向けアンケート

の実施等による市場調査およびデータ分析を含む）ならびにそれらの

調整。 

2 1 2 1 

１． 会員等は、当社、共同利用会社およびシティ共同利用会社（以

下総称して「共同利用会社等」という）に対して、個人情報の保護に関

する法律の定めるところにより、自己に関する個人情報を開示するよう請

求することができます。なお、当社および共同利用会社等への開示請求

は、末尾記載のお客様相談室宛に行うものとします。また、開示請求手

続については、当社のウェブサイト等で案内しています。 

1．会員等は、当社、共同利用会社およびシティ共同利用会社に対し

て、個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、自己に関す

る個人情報を開示するよう請求することができます。ただし、当社、共

同利用会社およびシティ共同利用会社に対する開示請求手続につ

いては、次の当社ホームページ「保有個人データの開示請求手続き

について」の定めに従うものとします。 

TRUST CLUBカード  

https://www.sumitclub.jp/ja/privacy/law.html 


